
（２）集落公民館耐震診断、設計、改修に係る補助制度 

について 

旧耐震基準の昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅は、耐震性が不足している恐

れがあり、阪神・淡路大震災や熊本地震では、大きな被害が発生しました。 

 町では、公民館を地震時の避難所として利用される場合に、耐震診断・耐震補強設計・耐

震改修等工事に係る費用の一部を助成しています。 

 補助の対象となる集落公民館 

     昭和５６年５月３１日以前に建築された公民館 

 １）耐震診断への町の支援（一般診断法の場合） 

    木造建築物の耐震性を診断する耐震診断技術者を派遣します。 

    技術者の派遣費用・耐震診断費用は、町が全額負担します。 

２）耐震補強設計への助成額 

   設計費用の４/５以内。 上限１９万２千円。 

３）耐震改修への助成額 

   耐震改修工事費の４/５以内。 上限３００万円。 

   例） 工事費用が３００万円の場合、２４０万円の補助となります。 
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